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令和７年度第２回
佐賀県地域医療対策協議会
【資料３】



医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージについて

2

①医師偏在是正に向けた総合的な対策パッケージの概要について

②先行して令和７年度に実施する取組について

③重点医師偏在対策支援区域について

④医師偏在是正プランについて

⑤令和8年度以降の経済的インセンティブについて

⑥今後のスケジュールについて



医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージについて

3

①医師偏在是正に向けた総合的な対策パッケージの概要について



①医師偏在是正に向けた総合的な対策パッケージの概要について

・ 実効性のある総合的な医師偏在対策を推進するため、R6.12月に国が対策パッケージを策定
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（支援区域）

（国資料抜粋）



①医師偏在是正に向けた総合的な対策パッケージの概要について

5

＜ポイント＞

・ 県内で人口減少よりも医療機関の減少スピードの方が早い地域などを
「重点医師偏在対策支援区域」（支援区域）に選定し、優先的かつ重点的に対策を進める

・ 当該支援区域を対象とした「医師偏在是正プラン（全体版）」をR8年度に策定

・ 医師不足地域における経済的支援（経済的インセンティブ）についてはR8年度から
本格実施（予定）となるが、一部の取組は緊急的にR７年度から先行実施

・支援区域で承継・開業する診療所の施設整備、設備整備等に対する支援（緊急的に先行して実施）

・支援区域における一定の医療機関に対する派遣される医師及び従事する医師への手当増額の支援

・支援区域内の一定の医療機関に対する土日の代替医師確保等の医師の勤務・生活環境改善への支援、
支援区域内の医療機関に医師を派遣する派遣元医療機関に対する支援

（支援区域）
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重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援支援事業

補助対象・補助基準額等（案）

484,000円
214,000円
355,000円
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■事業実施に必要なステップ

①重点医師偏在対策支援区域の選定（地域医療対策協議会 ＋ 保険者協議会で協議）

②「先行的な医師偏在是正プラン」の策定※（地域医療対策協議会 ＋ 保険者協議会で協議）

・ 「先行的な医師偏在是正プラン」＝補助金申請に係る実施計画（次頁参照）

※「医師偏在是正プラン（全体版）」は令和８年度に策定。
その際に改めて重点医師偏在対策支援区域を選定することを国は想定。
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〇「先行的な医師偏在是正プラン」

※施設・設備の詳細を記入するシートは割愛
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③重点医師偏在対策支援区域について
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重点医師偏在対策支援区域の考え方

〇 都道府県において、今後も一定の定住人口が見込まれるものの、

必要な医師が確保できず、人口減よりも医療機関の減少スピードの

方が早い地域などを「重点医師偏在対策支援区域」（以下「支援区

域」という。）に選定

〇 支援区域は、厚生労働省の提示する候補区域を参考としつつ、

地域の実情に応じて、医師偏在指標、可住面積当たりの医師数、

住民の医療機関へのアクセス、診療所医師の高齢化率、地域住民の

医療のかかり方、今後の人口動態等を考慮して、

「地域医療対策協議会」及び「保険者協議会」で協議した上で選定

※支援区域は、２次医療圏の他、市町村単位等で設定可能であり、設定後も適宜追加可能
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重点医師偏在対策支援区域の検討

【厚労省が提示する候補区域】

①各都道府県の医師偏在指標が最も低い二次医療圏

県内で医師偏在指標が最も低い「西部医療圏」が該当

②医師少数県の医師少数区域

本県は医師多数県のため、非該当

③医師少数区域かつ可住地面積当たりの医師数が少ない

二次医療圏（全国下位1/4）

県内に該当する医療圏なし
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厚労省が提示する候補区域（109区域）
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重点医師偏在対策支援区域の検討

（１） 医師偏在指標

※東部医療圏は国のデータでは医師少数区域水準であるが、
県が別の指標を用いて医師偏在指標を再計算したところ、
基準値からの差が３％以内のボーダーとなったことから
医師少数区域として取り扱っていない

■支援区域選定について考察

※

➢医師偏在指標は西部医療圏が県内で最も低い。

また、佐賀県医師確保計画において、西部医療圏を「医師少数区域」と

位置付け、医師確保対策を進めている。
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重点医師偏在対策支援区域の検討

（２） 可住地面積当たりの医師数

※厚生労働省提供データより作成

➢可住地面積当たりの医師数は、西部医療圏が県内で最も少ない。

医療圏
可住地面積
（km2）

医師数
（人）

可住地面積
当たりの医師数
（人/km2）

県内順位
（少ない順）

全国順位
（少ない順）

西部 140.1 110 0.79 1 233／330

北部 258.34 287 1.11 2 193／330

南部 355.76 425 1.19 3 186／330

東部 115.02 252 2.19 4 121／330

中部 465.37 1,278 2.75 5 101／330
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重点医師偏在対策支援区域の検討

（３） 診療所医師の高齢化率 ※厚生労働省提供データより作成

40.2%

42.2%

43.1%

46.5%

51.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中部
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65歳以上の医師の割合

20-64 65以上

①

②

③

④

⑤

➢診療所医師の高齢化率は、西部医療圏が県内で最も高い。（県内で唯一５０％超）
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重点医師偏在対策支援区域の検討

（４） 過去10年における人口の変化率と人口10万人当たりの診療所数の変化率

※厚生労働省「令和5年医療施設（静態・動態）調査」、佐賀県「平成26年医療施設調査・病院報告」より作成

医療圏
人口 診療所数

診療所数
（対１０万人）

変化率（％）

H26 R5 H26 R5 H26 R5 人口
診療所数
（対１０万人）

中部 348,341 337,022 308 309 88 92 -3.2% 3.7%

東部 124,469 127,192 103 108 83 85 2.2% 2.6%

北部 129,509 118,196 100 105 77 89 -8.7% 15.0%

西部 75,975 69,230 61 59 80 85 -8.9% 6.1%

南部 156,722 142,745 112 112 71 78 -8.9% 9.8%

➢人口減少率は西部、北部、南部が高い。
その中で、西部医療圏が診療所数（対10万人）増加率が最も低い。
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重点医師偏在対策支援区域の選定方針（案）

・ 以上を踏まえ、国の候補地区である「西部医療圏」を支援区域に
選定することとしたい。

・ なお、令和８年度の「医師偏在是正プラン（全体版）」の策定の際、
あらためて支援区域を協議させていただきたい。
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④医師偏在是正プランについて
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医師偏在是正プランについて

■ 都道府県において、医師確保計画の中でより実効性のある医師偏在対策の
取組を進めるため、重点医師偏在対策支援区域を対象とした「医師偏在是正プラ
ン」を策定

【医師偏在是正プランの内容】
・重点医師偏在対策支援区域
・支援対象医療機関
・必要な医師数
・医師偏在是正に向けた取組等

〇令和８年度：「医師偏在是正プラン（全体版）」を策定

【策定プロセス】
・地域医療対策協議会、保険者協議会で協議

〇令和７年度：「先行的な医師偏在是正プラン」（補助金申請に係る実施計画）を
策定
→診療所の承継・開業支援を実施する場合は先行的に策定
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⑤令和8年度以降の経済的インセンティブについて
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⑥今後のスケジュールについて
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今後のスケジュール（予定）について

時期（予定） 内容

７月１５日 重点医師偏在対策支援区域の協議 【地域医療対策協議会】

７月下旬 重点医師偏在対策支援区域の協議 【保険者協議会】

8月 「先行的な医師偏在是正プラン」の協議 【地域医療対策協議会、保険者協議会】
※書面開催を予定

10月以降
（未定）

診療所の承継・開業支援事業開始
（国の募集スケジュール等は今後示される予定）

※ 経済的インセンティブを含む「医師偏在是正プラン全体のガイドライン」等が
国から発出されていないため、令和7年１０月以降のスケジュールは未定
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